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4. 

中小事業者による排出量算定・排出量削減のための環境経営体制構築支援事業

事業イメージ

間接補助事業（補助率１／２、上限0.2百万円）

環境問題の解決には、経済の主体たる企業が、組織的かつ戦略的なPDCA

サイクルを構築し、持続可能な環境経営を実践することが必要である。多

くの中小企業は、EMSの構築・運用ノウハウを有しておらず、環境経営

の導入が進んでいない結果、環境取組が一過性に終わり、環境改善が進ま

ないという課題に直面している。

本事業は、中小企業のCO2排出量削減と、環境経営体制構築を支援する目的

とし、以下の取組を行うために、環境経営専門家を派遣する。

① 中小企業の環境マネジメントシステム（EMS）の構築・運用を促進・支援する。

② CO2削減の算定手法や持続可能な削減取組に必要な経営管理手法を提供する。

中小事業者に環境経営の専門家を派遣し、環境省が策定した手順に従ってEMSの構築、運用を支援します

【令和２年度予算（案） 70百万円（70百万円）】

民間事業者

平成28年度～令和２年度

環境省大臣官房環境経済課 電話：03-5521-8229

■補助対象

STEP 1 電気料金等のエネルギーコストとCO₂排出量を把握。削減可能性を検討

STEP 2 取組内容と全社員の役割分担を決め、一丸となって省エネの取組開始

STEP 3 環境への取組方針やCO₂削減目標を決定

STEP 4 取組結果の評価、問題点の洗い出しを行い、必要な改善を実施

STEP 5 取組結果（CO₂やコスト等削減量）を取りまとめ


